
桶川都市計画変更に伴う市民説明会（駅東口地区） 

次 第 

 

 

 

 

〈日時〉 平成２４年８月２６日（日）午前１０時から 

 

 

〈場所〉 保健センター講習室 

 

 

〈議事〉 

〔１〕 開会 

〔２〕 あいさつ 

〔３〕 職員紹介 

〔４〕 説明事項 

１．都市計画変更原案の背景について 

２．都市計画道路 3・3・2号駅東口通り線の変更原案について 

３．用途地域の変更について 

４．今後のスケジュールについて 

〔５〕 質疑 
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１．都市計画変更原案の背景について 

１－１ 都市計画道路駅東口通り線変更原案の背景 

● 都市計画道路 3・3・2 号駅東口通り線は、昭和２９年に都市計画決定     

（

昭 29 年 2 月 18 日建

設省告示第 123 号
）され、その後、昭和４４年５月の都市計画変更を経て現在の線形

（幅員２５ｍ、延長５８０ｍ）となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● その後、駅東口周辺では、市街地再開発事業など駅東口通り線を含めて一体的

なまちづくりの検討が行われてきましたが、今日までの数十年間、面的な事業手

法による一体的な整備については、実施に至っておりません。 

● このような中、平成２２年からは、地権者懇談会や意向調査などを通じて関係

権利者と意見交換を進め、「段階的なまちづくり」を整備の基本的な考え方とし

て、駅東口通り線の計画幅員を現在の２５ｍから２０ｍとすることや、駅前広場

の設置について形状や線形等を整理しました。 

● 平成２３年４月には、桶川市第五次総合振興計画が策定され、駅東口を含む中

心市街地の都市拠点、市東西の地域生活拠点、コミュニティ拠点からなる集約型

都市構造の形成を図ることとなりました。（詳細は次頁） 

● 都市拠点（中心市街地）では、駅東口のターミナル機能を確立し、業務機能を

充実させるため、都市基盤の骨格となる駅前広場を含めた駅東口通り線を早期に

整備し、歩行者の安全性や交通機能の向上を図る必要があります。 

● 今回、桶川市第五次総合振興計画や関係権利者のみなさまのご意見等を踏まえ

駅前広場を含む都市計画道路駅東口通り線について、変更原案を整理しました。 

● あわせて、駅前広場を含む都市計画道路駅東口通り線の沿道に指定されている

用途地域についても変更原案を整理しました。 
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１－２ 桶川都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針について 

● 桶川都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（以下「整開保」と

いう。）は、都市計画法第６条の２の規定に基づくもので、都市計画における

土地利用の基本的な方針を定めるものです。都市計画道路や用途地域など個

別の都市計画は、この基本方針に即して定めることとなります。この整開保

は、県が定めるもので、現在、変更手続を行っています。 

● 現在、変更手続が進められている整開保の変更原案では、駅周辺を「商業業

務拠点」に位置付けています。環境との調和に配慮しながら、商業施設、文

化施設、公共施設など多様な機能を集積し、まちのシンボルゾーンとなる都

市空間を形成することとしています。 

● 駅東口周辺は、文化・交流・業務機能の充実を図るとともに、中山道沿道の

歴史、文化を活かしたまちなみの保全・創出を図るなど、にぎわいと活力の

あるまちを形成することとしています。 

 

１－３ 桶川市第五次総合振興計画の概要 

 

〔土地利用の基本方針〕 

桶川市第五次総合振興計画では、土地利用の基本方針として、「歩いて暮らせる

まちづくり」、「広域交通網をいかしたまちづくり」、「水辺と農が調和するまちづ

くり」を掲げています。 

 

〔集約型都市構造の形成〕 

少子高齢化の進展に伴い、日常生活のコミュニティにおいては、福祉・医療・

買物サービスが可能な安心して住み続けられる地域社会の形成が重要となります。  

このため、中心市街地の都市拠点、市東西の地域生活拠点、コミュニティ拠点

からなる集約型都市構造の実現を図ります。（図１土地利用構想図参照ｐ３） 

 

  都市拠点（中心市街地） 

市の文化・交流機能の中心として充実を図ります。拠点性を確保するため、駅

東口のターミナル機能を確立し、人・文化などのさまざまな交流や業務機能の充

実を図ります。駅東口・西口の商業環境の向上と合わせて、中山道をいかしたま

ちづくりやまち並みの創出により、人が集まる魅力ある都市拠点として活性化を

図ります。 

 

  地域生活拠点（坂田、日出谷地区） 

中学校区程度を地域生活圏として位置づけ、日常生活に必要な公共施設、医療、

福祉施設などを整備することにより、利便性の高い安心して住み続けられる歩い

て暮らせるまちづくりを進めます。さらに日出谷地区については、広域的交通網

をいかした商業施設などを集約した地域生活拠点の形成を図ります。 
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地地域域生生活活拠拠点点  

（（日日出出谷谷地地区区））  

地地域域生生活活拠拠点点  

（（坂坂田田地地区区））  

都都市市拠拠点点  

（（中中心心市市街街地地））  

川川田田谷谷  

加加納納  

上上日日出出谷谷  

【図１桶川市第五次総合振興計画土地利用構想図】 

【土地利用構想図概略図】 

桶川・北本 IC 

圏央道 

上尾道路 

滝の宮線 

（川越栗橋線） 

（仮称）桶川 IC 
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２．都市計画道路 3・3・2号駅東口通り線の変更原案について 

２－１ 変更理由 

● 駅東口通り線の都市計画決定後（S44.5）、北上尾駅が開業したことなどにより、

桶川駅へアクセスする交通量が軽減され、今後においても交通量の大きな増加は見

込まれないことから次のとおり変更原案を整理しました。 

 

[変更箇所の概要] 

① 幅員を２５ｍから２０ｍとし、あわせて線形を変更します。 

② 現在の計画では決定していませんが、将来の交通量等を考慮し、車線数を２車

線とします。 

③ 交通結節点としての機能向上を図るため、駅東口に駅前広場を設置します。 

 

２－２ 変更概要 

   ● 現在の都市計画道路と変更原案の比較は次のとおりです。 

項目 現在 変更原案 

名称 3・3・2 号駅東口通り線 3・4・2 号駅東口通り線 

幅員 ２５ｍ ２０ｍ 

延長 ５８０ｍ ４８０ｍ 

線形 次頁（図２ｐ５） 次頁（図２ｐ５） 

駅前広場 なし あり（５，６００㎡） 

車線数 ― ２車線 

現在の標準断面（２５ｍ） 

 

※ 都市計画決定当時（Ｓ44）の道路構造基準による標準断面。 

変更原案の標準断面（２０ｍ） 
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３．用途地域の変更について 

３－１ 用途地域について（都市計画法第８条関係） 

● 市街化区域では、都市計画の上位計画である「整開保（県が定めます。）」や「市

の都市計画に関する基本的な方針」で示される将来の土地利用の方向性を踏まえて、

建築物の用途の混在による居住環境の悪化を防止し、住居、商業、工業などが適正

に配置された合理的な土地利用を誘導します。その手段として、それぞれの土地利

用に応じた用途地域を定めることとなっています。用途地域は、全部で１２種類あ

ります。 

    

３－２ 駅東口地区における用途地域の変更原案について 

● 現在、都市計画道路駅東口通り線の沿道から２５ｍは、商業、業務施設の誘導を

図るため商業地域、近隣商業地域を指定しています。２５ｍから先は、第１種住居

地域、準住居地域、商業地域を指定しています。 

● 今回、都市計画道路駅東口通り線の幅員及び線形の変更に伴い、沿道として土地

利用を図るべき区域が変更となることから用途地域についても変更原案を整理し

ました。（図３用途地域変更原案対照図参照ｐ８） 

● 各用途地域の概要は、次のとおりです。 

 

用途地域 概 要 

第一種住居地域 

■ 住居施設の他、事務所や店舗などの立地も可能な地域です。 

・建ペイ率６０％ 容積率２００％ 

準住居地域 

■ 居住施設の他、自動車関連施設などの立地も可能な地域です。 

・建ペイ率６０％ 容積率２００％ 

近隣商業地域 

■ 近隣にお住まいの方が日用品の買物などをする地域です。 

・建ペイ率８０％ 容積率２００％ 

商業地域 

■ 商業施設、業務施設などが集まる地域です。 

・建ペイ率８０％ 容積率４００％ 
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● 用途地域毎の建築物の制限は次のとおりです。 

 

３－３ 容積率及び建ペイ率について 

   用途地域の指定に伴い、それぞれの用途地域の特性に応じて容積率、建ペイ率を指定

します。 

◎ 容積率は、敷地面積と建築物の延べ床面積（１階床と２階床の合計）との割合（建

築物の規模）を制限するものです。 

   ◎ 建ペイ率は、敷地面積と建築物の建築面積（１階床）との割合を制限するもので 

す。建物形態によっては、建築面積に玄関ポーチ部分などが加算されます。 

（例）容積率２００％、建ペイ率６０％の地区    

において、敷地面積１１０㎡の敷地に建築   

物を建築する場合 

⇒許容される延べ床面積 

（１階床面積＋２階床面積）は 

１１０㎡×２００％＝２２０㎡ まで 

となります。 

⇒許容される建築面積（１階床面積）は 

１１０㎡×６０％ ＝６６㎡までとなります。 

 

１階床

２階床

敷地
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４．今後のスケジュールについて 

 ４‐1 今回の変更原案に基づく、今後の都市計画変更手続は、次のとおり予定して

います。 

 

    

 

日 時 内 容 

１１月（予定） 
都市計画道路駅東口通り線、用途地域変更案の縦覧 

（都市計画法第１７条） 

１２月（予定） 市都市計画審議会 

２月（予定） 県都市計画審議会 

平成２５年３月（予定） 都市計画決定告示 
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